
「第11回都市計画道路殿町羽田空港線ほか道路築造工事に関わる河川河口の環境アドバイザー会議」概要 

【そ の 他】 

＜仮設構台基礎杭の残置について＞ 

・P3橋脚の仮設構台基礎杭撤去を2019年 10月から開始したが（東日本台風により一時中断）、2020年 10月までに4本の撤去と1本の破断という結果であった。 

・撤去作業が不安定な状態であり、不確実性が伴い、危険な作業であるため、残りの基礎杭15本については河川管理者である関東地方整備局京浜河川事務所と残置の方向で協議を進めている。 
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・基礎杭の残置は計画河床であるA.P.-6.8mより2m深いA.P.-8.8mで切断し、その上部は撤去して、下部を残置する予定である。 
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・ベント杭についても、引き抜くことが困難なことが予想されることから、バイブロハンマで撤去できない場合は同様に残置する方向で協議中である。 
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基礎杭存置における環境への影響について 

１．はじめに 

鉄は安価でありながら高い強度を持つために、建築物や機械の構造を支える素材として広く使われている。基礎杭として使用

している鋼管杭も鉄であり、河川や港湾等の環境下において、幅広く使われている。今回、基礎杭を存置するにあたり、一般的

に使用されている鉄である鋼管杭が、環境へ与える影響について検証する。 

２．鉄の生成と生態との関係 

（１）鉄の起源 

鉄の起源は宇宙の誕生まで遡る。恒星の中で生じた核融合の最終段階で鉄の元素がつくられた。鉄は全ての元素の中で、最

も原子核が安定している（ニッケルの特殊な同位体を除いて、陽子や中性子といった核子間の結びつきが最も強い）。約 46 億

年前に誕生した地球は、太陽に近いために比較的重い元素が集まって形成されたので、存在量の多い鉄がその構成の主体とな

っている。地球を構成している元素の中で、最大の重量比を持つものは鉄であり、地球の重量の 3分の1を占めている。 

鉄の原料となる鉄鉱石は世界中から産出されており、鉱山では直接鉄鉱石を掘り出す、露天掘りで採掘されている。この鉄

鉱石は、地球上の生命の誕生と密接に関係している。30~25 億年前に出現したシアノバクテリア（藍藻もしくはラン藻とも

呼ばれる原核生物）の行う光合成反応によって酸素が発生したことにより、それまで無酸素状態の海水中に大量に溶解してい

た鉄イオンが固体の酸化物として沈殿し、縞状鉄鉱床が形成された。25 億年前から 19 億年前にかけての地層で大陸棚に堆

積したとされるこの鉱床が、現代社会での鉄鋼原料となっている。 

なお、現在、鉄の可採埋蔵量は 2、320 億トンと言われており、他の金属に比べて桁違いに多いが、我々が利用している鉄

は地表のものだけで、地球に存在する総量のごくわずかにすぎない。海底にも鉄鉱石は無尽蔵にある。 

（２）生命との関係 

生命がどのように誕生したかはまだよくわかっていないが、最初の生命体として特に可能性が高いと考えられている好熱性

細菌は、酸素がない嫌気的な環境で、海水中に溶解する鉄イオンの酸化還元反応でエネルギーを獲得していたと考えられてい

る。鉄は酸化されると不溶性になるが、40 億年前頃にできた当時の海には、まだ酸素は存在していなかったため、鉄は 2 価

のイオン（Fe2+）として海水中に溶けたままでいることができた。このことが、生命誕生や原始生命に有効に働いたと考えら

れている。 

シアノバクテリアによって酸素がつくられてからは、活動を活発化するためのエネルギーとして酸素を採り入れる生物が登

場している。その過程において、鉄は、体内の酸素をエネルギーとして有効利用すると同時に、余分な活性酸素を無害化する

重要な役割を果たしている。鉄は、地球上の生物が進化し、生き続けるうえで欠かせない金属である。 

３．水域環境下における鉄の環境影響 

（１）水質変化現象（赤水・黒水） 

赤水・黒水は、水の着色現象の一種で、鉄由来やマンガン由来で発生する水の着色現象を指す。湖沼や貯水池などの閉鎖性

水域で、底層水の酸素欠乏により底質に含まれる鉄が還元され溶出してくることがある。水に鉄が溶けている状態では、鉄は

重炭酸第一鉄[Fe(HCO3)2]を形成しているが、共存する遊離炭酸を追い出すと水中の酸素で酸化され、黄褐色の水酸化第二鉄

[Fe(OH)3]の沈殿物となって、赤水となる。また、鉄やマグネシウムに依存する微生物の出現によって赤色の水がでることが

ある。なお、各種用水と飲料水等に鉄分を多く含むと水は赤褐色を呈して金属味を有する。これを赤水と呼ぶ。しばらく使わ

なかった水道から水を流す際に、赤茶色に変色した水が流れることがあるが、これも酸化した鉄が水道管の内壁に付着し、剥

がれ落ちて出てきたものである。 

（２）鋼材の腐食 

自然界の鉄は、酸化した“錆”（酸化鉄）の状態で鉄鉱石として存在し、この鉄鉱石を精錬（酸素を失う 還元）して“鉄”と

して使用している。鉄を放置すると水（水が溶けた酸素を含む）に接することで腐食（水と酸素と結合 酸化）して、最も安

定した状態（酸化鉄）に戻ろうとする。この現象が腐食である。 

図-1 鉄の還元（精錬）と酸化（腐食）の関係 

酸素と水が存在する環境で鉄が腐食するという現象は、電気化学的な機構によって起こる金属のイオン化反応である。この

場合、電子を放出し腐食する側をアノード、電子を受け取り防食される側をカソードという。鋼管等の鋼材表面は、材料特性

や土壌環境の差異により不均一であり、この結果、同一金属表面に電位差が異なるアノードとカソードが生じる。このアノー

ドとカソードの電位差（電池作用）により鉄の中を電子が流れ、鉄(Fe)がイオン化(Fe)して溶け出し腐食が進行する。 

この際、電流は鋼管等の内部をカソードからアノードに向かい流れる（①）。 

また、アノードに流れた電流は電解質を通りカソードに戻る（②）。  

腐食反応は下式により表すことができる。 

アノード部 Fe → Fe 2+ + 2e－・・・・・・・・・・・１式  

カソード部 1/2O2 + H2O + 2e－→ 2OH－・・・・・・２式  

鉄鋼の腐食反応は、アノード反応とカソード反応の和となるので、水酸化第一鉄（Fe(OH)2）が生成される。  

Fe +1/2O2 + H2O  →  Fe2+ +2OH－ → Fe(OH) 2・・・・・ ３式 

この水酸化第一鉄は不安定であり、さらに酸化され水酸化第二鉄、酸化第二鉄（赤錆）になって沈積し、鉄鋼は減肉すると

ともにこれらの腐食生成物に覆われて錆層を形成する。 

2Fe(OH) 2 +H20+1/2O2 → 2Fe(OH)3 (水酸化第二鉄) 

 → Fe2O3・3H20 (酸化第二鉄・赤錆)  

なお、上記３式から、酸素（O2）又は水（H2O）のいずれか一方でも供給されない環境では、鉄鋼の腐食は進行しないこと

がわかる。 

図-2 腐食の電気化学的機構 

67



「第11回都市計画道路殿町羽田空港線ほか道路築造工事に関わる河川河口の環境アドバイザー会議」概要 

４．まとめ 

基礎杭を存置するにあたり、一般的に使用されている鉄である鋼管杭が、環境へ与える影響について検討した内容を以下にま

とめる。 

（１）地球の重量の 3分の1を占めている鉄の多くは、酸化物として沈殿し、自然界に存在する。 

（２）鉄は、地球上の生命にとって欠かせない金属である。 

（３）鋼管等の鋼材は、腐食により、自然界と同様、最も安定した酸化物の状態に戻ろうとする。その過程において、赤錆が

発生し、閉鎖された水域では水の着色現象がみられることがある。 

（４）酸素、水が供給されない土中下では、腐食の進行は非常に緩慢である。 

以上より、基礎杭を地中に残置しても、顕著な環境影響はみられない。 

参考文献 

東京大学総合研究博物館「鉄 137 億年の宇宙誌」 

ダム貯水池水質改善の手引き（平成 30年 3月） 国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課 

農業水利施設の補修・補強工事に関するマニュアル （鋼管等腐食対策編）（案） 令和 2年 3月 

農林水産省農村振興局整備部設計課施工企画調整室 

田村元紀 地球史における鉄の元素機能 鉄の元素戦略 

NIPPON STEEL MONTHLY  2004. 10 鉄の起源 

第Ⅱ編 腐食した鋼構造物の耐久性向上方策 - 土木学会 

＜撤去した基礎杭の外観と現況＞     (2018.5 設置、2020.10 撤去） 

・撤去した基礎杭は、水中部は錆びた状態であったが、土中部はほとんど錆が無い状態であった。 

・今までの定期環境調査では鋼管基礎杭による生態系への影響は確認されていない。    

水中部 

土中部 

水中部は赤錆が発生している 

土中部はほとんど錆びていない 
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【 そ の 他 】 

＜築造部の埋戻し範囲および形状について＞ 

１．はじめに 

 2017年（平成29年）の入札時において、鋼桁の台船架設のために生態系保持空間を除く干潟部の多

くを浚渫する計画であった。また、工事完了時は浚渫したA.P.±0.0以上の干潟部分のみ現状復旧するた

めの埋め戻しを行う計画であった。 

技術提案では、干潟部分の浚渫範囲の縮小と生態系保持空間の法面保全のため仮設鋼矢板打設による既

存干潟の保全を提案した。その結果、当初計画の浚渫土量約 200,000m3を約 140,000m3（航路部を

除く）と3割削減する計画とした。  

 埋戻しは、仮設鋼矢板内の干潟部を当初形状に埋戻す計画としていた。 

 しかし、令和元年10月 12日の東日本台風（台風第19号）による大雨で、河川が増水し、その出水

による影響で干潟形状が大きく変化した。 

 そこで、干潟部の埋戻し形状をどの様にすべきが検討するものである。 

図 1 技術提案内容（干潟部浚渫） 

２．当初埋戻し案 

 工事着手時における干潟ラインは、環境アセスメント時点の平成 27 年度測量結果に基づき計画した。

以下に計画当初の干潟形状と浚渫・埋戻し範囲図を示す。 

 埋戻し範囲は、仮設鋼矢板と H27 干潟ラインの範囲とし、約 9,600m2、27,660m3をとしていた。

なお、浚渫前の平成28年、平成29年の干潟ラインは流心方向に拡大していたが、この範囲まで仮設鋼

矢板を設置すると鋼桁架設時の作業に支障となることから、発注者である川崎市と協議して、平成27年

の環境アセスメント付近のラインとした。 

図 2 干潟形状と当初の浚渫範囲図 

図 3 当初の埋戻し範囲拡大図 
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３．令和元年東日本台風による干潟への影響 

(1)東日本台風（令和元年10月12日）前後の干潟形状の変化 

 東日本台風前後の干潟ラインを以下に示す。 

 中洲の干潟位置および形状が大きく変わり、出水による影響が大きいことがわかる。 

図 4 東日本台風前干潟形状図(令和元年10月上旬) 

図 5 東日本台風後干潟形状図（令和元年10月下旬） 

(2)東日本台風後の仮設鋼矢板内の状況 

 東日本台風後の仮設鋼矢板内の測量結果（R1.10.15～18）を以下に示す。 

 P3橋脚周辺は洗堀（A部）され、A.P.-2.0m程度の水深となっていた。 

 また、仮設鋼矢板の下流側先端を中心に洗堀（B部）されており、A.P.-2.5m程度の水深となってい

た。 

 P3橋脚背面（C部）は出水前より堆積し、高いところでA.P.＋0.8mの干潟となっていた。 

 それ以外の仮設鋼矢板内は、A.P.-0.5m～±0.0m程度まで上流からの土砂供給により堆積した状態

であった。 

図 6 東日本台風後仮設鋼矢板内深浅測量結果（令和元年10月） 

A部 

B部 

C 部 
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(3)考察 

 以上の測量結果より、東日本台風の出水による干潟形状の変化について考察する。 

東日本台風により河川中央に存在した干潟がほとんど消滅し、残存する干潟も下流側に移動した状態で

あった。 

 また、中央部の干潟の左岸側に大きな流れが発生し、仮設鋼矢板上流側の干潟（①部）の一部が流出し

た。 

また、P3橋脚の両側に分かれて流れが発生し、左岸側の流れにより仮設鋼矢板下流部の干潟の一部（②

部）が流出し、さらに右岸側の流れにより仮設鋼矢板背面沿いに干潟を分断する洗堀（③部）が生じた。 

図 7 東日本台風による流向想定図 

①部については、大きな流れによる干潟の流出と考えられ、仮設鋼矢板の設置による影響ではないと考

える。 

②部については、P3 橋脚左岸側の強い流れによる洗堀と仮設鋼矢板が堰となり、河床低下を起こした

と考えられる。東日本台風前より②部は法面の流出傾向がみられていることから仮設鋼矢板の設置が干潟

流出の一因と考えられる。 

③部については、仮設鋼矢板沿いに流れが発生し、仮設鋼矢板背面の一部が洗堀された状態である。流

れを作った要因は東日本台風による出水であり、一部の洗堀は仮設鋼矢板の設置による影響はあったと思

われるが、仮設鋼矢板がない法面形状であったならば、全体的に筋状の洗堀形状になっていたと思われ、

仮設鋼矢板の設置が干潟損失の主要因ではないと考える。 

４．東日本台風以降の干潟形状の変化 

 東日本台風後（R1.10）、令和2年度春季（R2.5）および秋季（R2.10）の環境調査結果による干潟

形状の変化を以下に示す。 

図 8 東日本台風後の干潟形状変化図 

 仮設鋼矢板の上流側は、台風前の干潟ラインに近い形状に回復している傾向がある。 

 下流側は5月の時点の干潟形状は台風直後と大きく変わりがないが、10月の測定結果では下流干潟

部に土砂が堆積し、干潟が回復している傾向がある。 

 仮設鋼矢板背面部から新たにできて澪筋部分は大きな変化はないが、少しずつ土砂が堆積している傾

向にある。 

② 

③ 

① 

　R2.5干潟ライン

　R1.10台風後干潟ライン

　R2.10干潟ライン

　生態系保持空間ライン

仮設鋼矢板

浚渫範囲
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５．埋戻し形状案の選定 

埋戻し形状の選定にあたっては、「多摩川における干潟の保全・回復計画および環境モニタリング計画」

において、「干潟の埋戻し、復元にあたっては、その面積は、現状あるいはそれ以上に確保するように努め

るとともに、干潟法面は緩やかな勾配とする」としており、その計画に基づき検討を行う。 

また、令和2年7月 21日に開催された「第10回河川河口の環境アドバイザー会議」において、③部

の澪筋において環境調査では確認種数が少ないヤマトカワゴカイやイトメなどの生息が確認され、新たな

底生動物の生息場所となっていることから埋戻しをせずに保全した方が良いという助言を受けた。 

これは、砂質土が主である干潟において、澪筋部にシルト分が堆積し、底生動物の生息に適した環境に

なっていることが考えられる。 

実際、この部分は水深が浅く作業船の進入ができないことから埋戻しが困難であり、上記の理由から埋

戻しを行わない範囲とする。 

さらに、「工事後の環境は、元に戻すのではなく、その時の最善の環境を残す方が良い」という助言も頂

いている。 

しかし、やみくもに埋戻しを行い、干潟面積を広げても治水の観点から不利に働くとともに、出水によ

り埋戻し土砂が下流に流される恐れが高いことから、多摩川の流れに沿った埋戻し形状が環境保全の観点

から重要と考える。 

次頁以降の検討は、最新の調査結果である令和 2 年度秋季（令和 2 年 10 月）の干潟調査結果を基に

行う。 

なお、最終的な形状は、埋戻し開始（令和3年5月頃）前に深浅測量を実施し、その結果をもとに策定

する。 

 (1)仮設鋼矢板内の埋戻し範囲の検討 

 計画当初は、干潟を掘り込んだ形状であったことから当初の形状に埋め戻す計画としていたが、仮設鋼

矢板の上流部が東日本台風の出水により干潟が削られた状態となっているため、上流は干潟に合わせた位

置を埋戻しの端部と考える。 

 それより流心側を埋め戻しても、出水により下流側へ流出してしまうと考える。 

 下流側については、仮設鋼矢板により洗堀されたと考えることから、鋼矢板先端まで埋め戻した方が良

いと考える。 

 しかし、鋼矢板下流側も洗堀されていることから、当初の鋼矢板内部だけでなく下流側も埋め戻すべき

と考える。 

 また、鋼矢板内部については、両端を直線で結ぶことも考えられるが、出水直後の深浅測量結果を見る

と、A.P.±0.00 の地点が 1地点ある。その周辺はそれより深くなっていることから、河川の流れから外

れた地点で干潟を形成しやすい位置と考えられる。 

よって、両端部と鋼矢板内部の1点の3か所を結んだ地点を埋戻しラインとする。 

図 9 仮設鋼矢板内埋戻し範囲（案） 

(2)埋戻し範囲の検討 

これらのことを踏まえ、検討した埋戻し案比較表を以下に示す。 

なお、埋戻し高さは背面を埋め戻さないことから、A.P.±0.0mとする。 

 検討の結果、埋戻し形状は第2案または第3案が妥当と考える。 

 しかし、干潟の保全・回復計画の面積を考慮すると第3案が妥当と考える。 

ただし、第3案は下流側の水深が浅いことから作業船の進入が不可能であり、形状通りに埋戻すことが

出来ない。 

次章に第3案の場合の埋戻し可能範囲を示す。  
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６．埋戻し可能範囲の検討 

第 3案における埋戻し可能範囲の検討を以下に示す。 

埋戻しを行う作業船は200t 吊クレーン付台船をグラブバケット仕様にして行う。 

クレーン付台船の吃水は約1.5mであることから、必要水深は+0.5mの 2m必要である。 

平均潮位をA.P.+1.0mとすると、作業船が進入可能な水深はA.P.-1.0mである。 

埋戻し土の投入はクレーン付台船の前面に汚濁防止枠を設置し、グラブバケットで投入を行う。 

よって、投入可能範囲は作業船進入可能水深＋10mの範囲となる。 

なお、鋼矢板上流側も10mまでは埋戻しを行うものとする。 

その範囲を以下に示す。埋戻し面積は約10,140m2となる。 

図 7 第 3案における埋戻し可能範囲 

下流側はほぼA.P.-0.5mより浅い範囲となり、埋戻すことは不可能な範囲である。 

なお、埋戻しの出来形管理としては、埋戻し天端は新たな澪筋を考慮し、A.P.±0.0ｍとし、国土交通省

における置換工の出来形管理基準±0.5m で行うことから、その意味では埋戻し範囲の形状と大きな相違

はないと考えられる。 

また、工事着工前の平成29年までの干潟形状の変化を見ると、流心方向に干潟が拡大している傾向で

あり、令和2年10月の深浅測量結果では下流部の干潟が拡大している。今後大きな出水が無ければこの

部分も河川の流れおよび潮の干満により干潟が形成されると考える。今後大きな出水が無ければこの部分

も河川の流れおよび潮の干満により干潟が形成されると考える。 

７．結論 

 埋戻し範囲としては、第3案が妥当と考える。 

 水深が浅いことから作業船による埋戻しができないことから、下流側の埋戻し形状が窪んだ状態になる

が、工事着工前の平成29年までの干潟形状の変化を見ると、流心方向に干潟が拡大している傾向であり、

令和2年10月の深浅測量結果では下流部の干潟が拡大していることから、今後大きな出水が無ければこ

の部分も河川の流れおよび潮の干満により干潟が形成されると考える。 

 環境アセスメントを実施した平成27年の干潟ラインとはことなるが、東日本台風前の干潟ラインに近

づいた形状であり、今の多摩川の流れにも沿った形状であると考える。 

 面積も、当初計画の約9,600m2に対し約10,140m2と当初計画以上となることから、「多摩川におけ

る干潟の保全・回復計画および環境モニタリング計画」における、「干潟の埋戻し、復元にあたっては、そ

の面積は、現状あるいはそれ以上に確保するように努めるとともに、干潟法面は緩やかな勾配とする」と

いう目的に適していると考える。 

なお、12 月上旬時点で大きな出水が無い状態であり、仮設鋼矢板の上流部は堆積が進み、干潟が拡大

しているようである。 

埋戻し直前の令和 3 年 4 月頃に深浅測量を実施し、その結果より仮設鋼矢板内の埋戻し範囲を決定す

るが、恐らく本検討よりも大きな面積になると予想される。 

以上 
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-1 0

H27干潟ライン

R2.5干潟ライン

　R2.10干潟ライン

　台風直前干潟ライン

　台風直後干潟ライン

　埋戻し可能ライン

　生態系保持空間ライン

74



「第11回都市計画道路殿町羽田空港線ほか道路築造工事に関わる河川河口の環境アドバイザー会議」概要 

【干潟の埋戻し形状について】 

図８ 埋戻し範囲図 

●埋戻し方針 

 ・「多摩川における干潟の保全・回復計画および環境モニタリング計画（平成29年9月）」を遵守する。 

 ・干潟部の浚渫面積 約 9,600m2以上を確保するように努める。 

 ・干潟法面は緩やかな勾配とするため、1:10勾配とする。 

 ・仮設鋼矢板背面の新たな澪筋は、新たな生息場となっていることから、埋め戻さずに保全する。 

・「工事後の環境は、元に戻すのではなく、その時の最善の環境を残す方が良い」というアドバイザー会議の助言を尊重する。

●埋戻し形状 

・現在の干潟ラインより流心側の東日本台風前の干潟ラインを目指す。 

・鋼矢板下流部の洗堀された箇所は埋戻す。 

・新たな澪筋は新たな生息場のため保全する。 

・作業船による投入可能範囲を埋め戻す。 

・埋戻し面積は約10,140m2とする。 

埋戻し範囲 

※最終の埋戻し形状は令和3年3月頃の深浅測量結果にて決定する。 

（仮称）羽田連絡道路 
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